
第１回 大洲市地域部活動推進協議会次第 

 

日時：令和７年１０月２１日（火） 午後４時〜 

場所：大洲市役所別館３階第１会議室 

 

１ 開  会 

 

２ 委員紹介 

 

３ 役員選出 

 

４ 議  題 

⑴ 国、愛媛県の動きについて 

⑵ 大洲市の現状について 

⑶ 大洲市の今後の進め方について 

  ①中学校部活動改革のスケジュール 

  ②地域クラブ活動体制(素案) 

  ③大洲市部活動改革ロードマップ(素案) 

⑷ 大洲市学校部活動の地域展開の在り方に関する提言書（素案）について 

⑸ 大洲市部活動地域展開推進計画(素案)について 

 

５ 閉     会 

 

 



大洲市地域部活動推進協議会 構成員名簿 

    

 １ 協議会委員 

番号 所   属 氏   名 役 職 

１ 愛媛大学社会共創学部 山 中    亮  

２ 大洲市教育委員会 幸 田  裕 司  

３ 大洲市スポーツ協会 佐 伯  幸 一   

４ 大洲市スポーツ推進委員会 山 田  由美子  

５ 大洲市スポーツ少年団 矢 野  一 友  

６ おおずスポーツクラブ 増 田  敬 治  

７ 大洲市 PTA連合会 岡 本  洋 昌  

８ 大洲市 PTA連合会 福 本  政 代  

９ 大洲市校長会 西 山  慎 介  

10 大洲市学校体育会 中 岡  靖 典  

11 大洲市校長会 中 山  敏 恵  

１2 大洲市教育委員会教育部長 加 納  紀 彦  

13 大洲市教育委員会教育総務課 市 川    努  

 

２ 事務局 

番号 所   属 氏   名  

１ 大洲市教育委員会スポーツ振興課 谷 本 浩 二  

２ 大洲市教育委員会スポーツ振興課 谷 野 真由美  

３ 大洲市教育委員会スポーツ振興課 和 氣 敏 典  

 



 

   大洲市地域部活動推進協議会設置要綱   

令和５年６月１９日  

大洲市教育委員会要綱第１０号  

 （設置）  

第１条  大洲市立中学校における部活動について、生徒がスポーツ・文化芸術活動に継続して親しむ

ことができる機会の確保、併せて、教職員の働き方改革に対する支援体制構築に向け、大洲市地

域部活動推進協議会（以下「協議会」という。）を設置する。  

 （所掌事務）  

第２条  協議会は、前条の目的を達成するため、次に揚げる事項を協議する。  

⑴  大洲市における部活動の地域移行に関すること。 

⑵  生徒、保護者及び教職員への実態調査及び研究に関すること。  

⑶  教職員の業務改善（兼職兼業）に関すること。   

⑷  前３号に掲げるもののほか、大洲市立中学校の地域部活動に関すること。  

 （組織）  

第３条  協議会は、別表に掲げる委員をもって組織する。  

２  委員は、大洲市教育委員会が委嘱する。  

３  協議会に会長及び副会長を置き、会長は委員の互選により、副会長は会長の指名により定める。  

４  会長は、会務を総理し、協議会を代表する。  

５  会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。  

 （任期）  

第４条  委員の任期は、委嘱の日から当該年度末日までとする。ただし、再任は妨げない。  

 （会議）  

第５条  協議会の会議（以下 「会議 」という。）は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。た

だし、委嘱後最初の会議は、大洲市教育委員会教育部長が招集する。  

 （費用弁償及び謝金）  

第６条  委員が会議に出席したときは、委員に対し費用弁償及び謝金を支給することができる。 

 （検討班）  

第７条  協議会が実施する調査及び検討を円滑に推進するため、検討班を置く。  

２  検討班の班員は、大洲市教育委員会教育部長が指名する。  

３  検討班での会議の経過及び結果は、協議会に報告しなければならない。  

 （事務局）  

第８条  協議会及び検討班の事務局は、大洲市教育委員会スポーツ振興課に置く。  

 （委任）  

第９条  この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。  

   附  則  

 この要綱は、令和５年７月１日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は、令和６年４月１日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は、令和６年７月１日から施行する。  

 

別表（第３条関係）  

大洲市地域部活動推進協議会  

 

関係機関  所属  

学識経験者   

学校関係  
大洲市校長会、大洲市学校体育会、大洲市教育研究所、  

大洲市ＰＴＡ連合会  

団体  大洲市スポーツ協会、大洲市スポーツ少年団、おおずスポーツクラブ   

行政関係  大洲市スポーツ推進委員会、大洲市教育委員会  

その他  大洲市教育委員会が必要と認める団体  



４　議題

【国】

⑴　　国、愛媛県の動きについて



【愛媛県】



H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

中3 中2 中1 小6 小5 小4 小3 小2 小1 6歳 5歳 4歳 3歳 2歳 1歳

大洲東中 17 28 17 12 26 7 17 14 9 11 9 13 4 4 5

大洲南中 56 59 73 54 70 53 62 57 51 46 50 45 41 40 25

平野中 13 11 15 13 9 8 9 13 12 10 9 8 6 6 8

肱東中 27 31 36 23 23 25 28 20 25 22 23 20 9 7 9

新谷中 39 31 35 31 31 24 31 15 27 19 22 22 14 13 18

大洲北中 116 139 114 107 126 112 110 90 130 106 89 98 85 87 90

長浜中 38 43 37 35 29 38 27 19 18 16 16 11 10 3 14

肱川中 19 17 12 17 9 7 13 8 7 8 7 3 5 8 6

計 325 359 339 292 323 274 297 236 279 238 225 220 174 168 175

(R7) (R19)

5171,023

⑵　大洲市の現状について

（令和7年5月1日現在）

大洲市の各中学校生徒数推移予想 （学校基本調査ベース：スポーツ振興課調べ)



令和7年5月1日現在

生徒数の推移予想（R7～R19）
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1年 2年 計 1年 2年 計 1年 2年 計 1年 2年 計 1年 2年 計 1年 2年 計 1年 2年 計 1年 2年 計

男 3 12 15 4 5 9 24

女 6 1 7 8 8 16 8 4 12 35

サッカー 11 7 共 13 5 18 5 3 8 3 6 9 0 0 0 35

軟式野球 9 9 共 14 7 21 7 3 10 0 4 4 2 9 11 5 4 9 8 9 17 1 4 5 77

バレーボール 6 6 女 3 6 9 1 9 10 3 4 7 8 1 9 3 7 10 3 4 7 52

男 9 11 20 17 17 34 6 7 13 0 2 2 69

女 7 1 8 6 7 13 11 0 11 4 6 10 3 7 10 1 2 3 55

男 2 3 5 7 4 11 3 3 6 22

女 5 3 8 13 4 17 1 3 4 29

男 2 2 4 4

女 1 1 2 2

男 1 2 3 3

女 2 2 4 4

男 4 5 9 9

女 2 2 4 4

47 41 88 83 75 158 3 8 11 20 14 34 28 17 45 12 16 28 17 26 43 5 12 17 424

共 8 8 16 7 11 18 8 9 17 3 7 10 2 1 3 11 3 14 78

共 9 15 24 24

共 1 21 22 22

共 3 1 4 4

共 4 2 6 6

共 8 5 13 7 3 10 2 5 7 5 5 10 40

共 6 5 11 5 3 8 19

16 13 29 24 50 74 7 3 10 14 14 28 3 7 10 4 6 10 16 8 24 5 3 8 193

63 54 117 107 125 232 10 11 21 34 28 62 31 24 55 16 22 38 33 34 67 10 15 25 617

73 59 132 114 139 253 15 11 26 36 31 67 35 31 66 17 28 45 37 43 80 12 17 29 698

86% 92% 89% 94% 90% 92% 67% 100% 81% 94% 90% 93% 89% 77% 83% 94% 79% 84% 89% 79% 84% 83% 88% 86% 88.4%

総合文化

文化部員数

合　　計

生徒数

入部率

卓    球 6 6

文    化

剣　　道 5 3

陸上競技

水泳競技

運動部員数

吹 奏 楽

美    術

コンピューター

園    芸

生    活

ソフトテニス 6 4

バスケットボール 5 5

令和7年度 大洲市学校別部活動 生徒数（1～2年生）
R7.5.1

種　　目
試合
人数

最低
人数 別

大洲南 大洲北 平野 肱東 新谷 大洲東 長浜 肱川
部員数

運動部員数 424人 (68.7%)

文化部員数 193人 (31.3%)



令和7年度の実証事業について

【募集チラシ】 ※学校を通じて全中学生に配布

①カヌー

5人 属性

活動回数 ８回/月　6月から実施

肱川城下ほか

地域の指導者

活動場所

参加者数

指導者数

7人

在籍中学校
大洲北中、大洲南中、肱東中、平野中、
長浜中

②サッカー

２人 属性

26人

在籍中学校 大洲北中、大洲南中、肱東中、長浜中

活動場所 徳森公園多目的グラウンド

２回/月　７月から実施活動回数等

参加者数

指導者数 地域の指導者



R7.10.21現在

年度 開催月日 会議名 内容

R7.5.7 第1回実証事業担当者会議（サッカー） 実証事業の内容等

R7.6.20 第１回地域部活動推進事業検討班会 国・大洲市の状況、実証事業の種目

R7.7.25 第2回地域部活動推進事業検討班会 ロードマップの検討

R7.9.19 第3回地域部活動推進事業検討班会 ロードマップの検討

R6.5.31 第1回　地域部活動推進事業検討班会 実証事業の課題検証、計画検討

R6.7.2 第1回　地域部活動推進協議会 方針(案)

R6.7.16 大洲市校長会 方針(案)、実証事業

R6.9.6 大洲市PTA連合会意見交換会 方針(案)説明

R6.9.13 大洲市校長会 教職員アンケート説明

R6.10.7 第2回　地域部活動推進協議会 方針(案)、教職員アンケート結果

R7.2.26 大洲市PTA連合会会長・副会長会 方針(案)の再考、教職員アンケート結果

R7.3.10 第3回　地域部活動推進協議会 方針(案)の取下げ、今後のスケジュール

R5.6.8 第1回　地域部活動推進事業検討班会 実証事業、種目等

R5.7.4 第1回　地域部活動推進協議会 国、大洲市の状況、実証事業

R5.11.27 第2回　地域部活動推進事業検討班会 地域部活動推進計画（素案）、実証事業

R5.12.13 第2回　地域部活動推進協議会 大洲市地域部活動推進計画（素案）、実証事業

R6.2.8 第3回　地域部活動推進事業検討班会 中体連からの通知、実証事業

R6.3.18 第3回　地域部活動推進協議会 大洲市地域部活動推進計画、実証事業

R4.6.17 第1回　部活動地域移行検討班会 地域移行の概要、現状説明

R4.7.8 第2回　部活動地域移行検討班会 指導者の洗い出し、教職員、児童・生徒、保護者アンケート

R4.8.30 第3回　部活動地域移行検討班会 市町連絡協議会報告、アンケート

R4.10.21 第4回　部活動地域移行検討班会 補助事業、児童・生徒、保護者アンケート

R4.12.22 第5回　部活動地域移行検討班会 児童・生徒アンケート、保護者アンケート

R5.3.23 第6回　部活動地域移行検討班会 保護者アンケート結果、実証事業

部活動改革にかかる会議開催状況

令和6年度

令和5年度

令和4年度

令和７年度



令和７年度の

進め方

○子供たちのスポーツ・文化芸術活動に親しむことができる機会の確

保と、学校における働き方改革の推進を目的とした、『大洲市学校部

活動の地域展開の在り方に関する提言』をまとめ、「大洲市地域部活

動推進協議会」から「大洲市教育委員会」へ提言書を提出する。

○部活動改革ロードマップ等を作成し、公表する。

○「大洲市部活動地域移行推進計画」の更新・見直し

令和８年度以降

の進め方

○総合型地域スポーツクラブおおずスポーツクラブを運営団体とし、

連携して、部活動の教育的意義を担い、継承する学校部活動移行型

の地域クラブの創設を進める。

○地域クラブの持続可能な運営体制を確立するため、地域クラブ認定

制度を創設し、支援体制の検討・制度等の構築を進め、認定地域ク

ラブの拡大を図る。

〇子供たちが多様なスポーツ・文化芸術活動を体験する機会を増やす

ことを目的とした運営組織の創設をすすめ、地域から指導者、見守

りボランティアなどを募集し、指導者等の人材バンクを創設して、

確保・育成を図る。

⑶ 大洲市の今後の進め方について
①中学校部活動改革のスケジュール

令和７年１０月２１日現在



②地域クラブ活動体制(素案)

委託 活動報告 ！(課題)財政支援等(検討)

・全国、県大会等への派遣費用補助

・会場使用料等の減免

認定 申請 ・体育施設の優先利用

指導

活動報告

年会費：●●円

月会費：●●円

！(課題)保護者負担に対する支援制度の構築

！(課題)子供の体験格差の解消

・生徒の移動手段(送迎) ・多様な活動機会・場所の確保

・放課後の居場所

・生活保護世帯（要保護）、就学援助対象
世帯（準要保護）等への経済的支援

塾・民間のクラブチーム等

総合型地域スポーツクラブ

おおずスポーツクラブ

地域クラブ
(サッカー)

大洲南中学校 大洲北中学校

平野中学校

運営団体

実施主体(公認地域クラブ活動)

地域クラブ
(軟式野球)

地域クラブ
(ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ)

地域クラブ
(バレーボール)

地域クラブ
(卓球)

地域クラブ
(ｿﾌﾄﾃﾆｽ)

肱東中学校

大洲東中学校

新谷中学校

長浜中学校 肱川中学校

大洲市教育委員会

学校部活動移行(直営)型地域クラブ 地域立ち上げ(自主運営)型地域クラブ

スマイル大洲
(バレーボール)

大洲喜多柔道会
(柔道)

大和剣道会
(剣道)

ＭＥＳＳＡ
(水泳)

※公認地域クラブ登
録制度により地域ク
ラブが順次増加する
想定

※現在の中体連登録団体が、公認を受けると想定して
記載しています。

人材バンクの設立・運営

地域クラブ、学校、指導者

等のマネジメント

参 加

地域クラブ
(○○)

地域クラブ
(陸上)

大洲ｶﾇｰｸﾗﾌﾞ
(カヌー)地域クラブ

(吹奏楽)

地域クラブ
(○○)

指導者派遣

指導者謝金の支払い

保険の加入・支払など

（中学校部活動の教育的意義を担う地域クラブ活動）

（中学校部活動を継承させた地域クラブ活動）



③大洲市部活動改革ロードマップ(素案)

活動形態

地
域
展
開

ロードマップの作成

推進計画の更新、見直し

部活動及び地域クラブ活動の方針

地域クラブ認定制度の構築

人材バンクの設置・運営

地域指導者の確保

地域クラブ団体の発掘、確保

推進協議会の開催

中３

小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２

中１ 中２ 中３

小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２

小５ 小６ 中１ 中２ 中３

対象となる児童・生徒

中１ 中２ 中３

小６ 中１ 中２

小４ 小５ 小６

文化部 夏に終了

平日
運動部 同時に終了

(夏に終了)
【目標】文化部

中３

部活数 16部活 16部活 16部活

807人 812人

部活動数

運動部
種目 12種目 12種目 12種目

部活数 41部活 41部活 41部活

部
活
動

生徒数推移 1,020人 1,043人 1,023人 990人 954人 889人 894人

文化部
種目 5種目 5種目 5種目

改革の
実施時期

休日
運動部 総体後に終了

令和7年10月21日時点

令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度

改革実行期間(令和8～10年度)

前期

改革実行期間(令和11～13年度)

後期

改革推進期間(令和5～7年度)

中間評価

国

大洲市・教育委員会

【改革実行期間 R8～R13】

休日については、原則、すべての学校部活動に

おいて地域展開の実現を目指す

平日については、地域の実情等に応じた取組み

休
日
部
活
動
の
終
了

平
日
部
活
動
の
終
了

部活動 部活動＋地域クラブ 地域クラブ

ロードマップの実行(必要に応じて適宜見直し)作成・公表

推進計画の実行(必要に応じて適宜見直し)更新・見直し

設置

認定制度の策定 地域クラブの認定、支援内容の検討

部活動・認定地域クラブ派遣、マッチング

スポーツ少年団、スポーツ協会、地域、教職員、地方公務員等との情報共有・連携

（外部指導員、部活動指導員の発掘・活用）

◇説明会等で、R10年度の総体、
夏で休日部活動の終了を説明

◇説明会等で、R10年度の総体、
夏で休日部活動の終了を説明

◇説明会等で、R12年度の2学期から
は部活動が終了することを説明

◇部活動の廃止を
説明

３年間部活動に
所属できる

最終学年

地域クラブ等への所属

入部

停止

【文化部】
・吹奏楽
・美術
・コンピュータ
・園芸
・生活、総合文化

【運動部】
・ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ(男女)   
・サッカー ・剣道
・軟式野球 ・陸上
・バレーボール ・水泳
・ソフトテニス(男女)
・卓球(男女)

(必要に応じて適宜見直し)作成・公表

総
括
的
な
地
域
展
開
の
ス
タ
ー
ト

休日、平日ともに

準備が整った部活

動から順次、

地域展開へ

愛媛県 令和10年度までに全ての部活動で休日の地域展開
平日も含め地域クラブ活動の拡充や
持続化・安定化に向けた改革を推進

進捗状況・中間評価

等により別途検討



⑷ 大洲市学校部活動の地域展開の在り方に関する提言書(素案)について 

 

【素案】 

提言１【基本的な方向性】 

 市教育委員会は、「地域の子供たちは学校を含めた地域で育てる」という理念の下、将来にわたって子供たちがスポー

ツ・文化芸術活動に継続して親しむ機会の確保・充実を図ること。また、学校部活動の教育的意義を十分に継承・発展させ

ることができる体制を、地域、学校、保護者、関係団体と連携して構築し、子供たちの気持ちに寄り添いながら、本市の実情

に即した「部活動の地域展開の在り方」を具体的に確立し、推進すること。 

 

⑴ 受け皿の整備  

    学校部活動の教育的意義を継承・発展させる役割を担う地域クラブについて、その管理運営体制を構築するとともに、受け皿となり得る地

域クラブの認定制度の創設や地域クラブの設立・運営などに対する支援を行うこと。 

 

⑵ 指導者の確保  

    指導が可能な人材について、希望する兼職兼業による教職員をはじめ、外部指導員等を積極的に活用するなど、県や各スポーツ・文化芸術

団体等と連携して広域的に発掘し、人材バンク等の設立・運営により確保・育成すること。 

 

⑶ 施設・財政支援  

    認定地域クラブにおける、大会等への派遣費用、学校施設等の優先利用、施設使用料や夜間照明使用料の減免、学校部活動で使用して

いる用具の継続使用などの支援策について検討すること。 

 

⑷ 保護者負担  

    保護者の送迎や経済的負担の軽減などの支援策について検討すること。 

 

⑸ 周知・説明  

    地域展開の趣旨、進捗状況等について、学校、児童・生徒及び保護者、地域、各スポーツ・文化芸術団体等への周知に努めること。 

  



 

 

提言２【具体的な時期・取組】 

 市教育委員会は、休日・平日ともに体制等の準備が整った競技・種目から地域展開を順次進めるとともに、令和１０年度

の夏に休日の学校部活動を完全に廃止することとし、円滑な地域展開に必要な体制の整備を進めること。 

 平日の学校部活動の廃止については、令和１２年度の夏を目標とし、地域クラブの拡充や持続化・安定化に向けた改革を

推進すること。 

 

⑴ 認定地域クラブ活動へのサポート体制の構築  

    地域クラブの拡大を推進するため、総合型地域スポーツクラブおおずスポーツクラブの体制強化を支援し、連携して、学校部活動移行型の

地域クラブや指導者等人材バンクの創設を進めるとともに、地域から立ち上げられた地域クラブに対する支援策等についても協議・検討を進

めること。 

 

⑵ 子供の健全育成と多様な活動機会の保障  

    生徒の健全育成や居場所づくりを推進するとともに、多様な活動体験の機会を確保するため、学校や生徒が主体的に企画・参加できる放

課後活動の充実や、多様なスポーツ・文化芸術等の幅広い分野における体験機会の創出・拡大について検討すること。 

 

⑶ 完全移行  

    令和１０年度の夏に休日の学校部活動について、運動部、文化部を問わず廃止し、生徒がスポーツや文化芸術活動に継続して取り組めるよ

う、地域クラブの設立や地域人材の活用、希望する教職員の兼職兼業による支援体制の整備を検討すること。また、平日の学校部活動につい

ても令和１２年度の２学期前までを目標として廃止し、学校部活動の完全な地域展開を目指すこと。 

    休日、平日の移行期においては、生徒・保護者の心身の安定や不安軽減を図るため、教職員と地域クラブの指導者が協働して指導に当た

る体制を整えること。 

 

 


